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○伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合個人情報保護法施行

条例施行規則 

令和５年３月31日    

規則第３号    

（趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。)、個人 

情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号。)及び伊豆市伊豆の国市廃

棄物処理施設組合個人情報保護法施行条例（令和５年伊豆市伊豆の国市廃棄物処

理施設組合条例第２号。以下「条例」という｡)の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （準用） 

第２条 この条例の施行については、伊豆市個人情報保護法施行条例施行規則（令和

５年伊豆市規則第４号）の例による。 

（委任） 

第３条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合個人情

報保護条例（以下「旧条例」という｡)第17条、第30条及び第37条の規定による請求

がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正並びに利用の停止、

消去及び提供の停止については、なお従前の例による。 

  


